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告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
二
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

　
　

多
賀
城
市
中
央
一
丁
目
十
四
番
一
の
一
部
と
し
、
次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。
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二�　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質

の
種
類

　
　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三�　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質

の
種
類

　
　

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

　
　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

　
　

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
六
年
九
月
二
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
九
月
二
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

大
和
町
杜
の
丘
北
部
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
和
町
杜
の
丘
北
部
土
地
区
画
整
理
組
合

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

黒
川
郡
大
和
町
杜
の
丘
一
丁
目
十
四
番
地
二

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
八
月
二
十
八
日公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
六
年
九
月
二
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１�　

調
達
案
件
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
で
使
用
す
る
電
気　

年
間
約
百
八
十
六
万
八

百
七
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

　

２�　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３�　

履
行
期
間　

令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

　

４�　

履
行
場
所　

宮
城
県
仙
台
市
泉
区
明
通
二
丁
目
二
番
地　

宮
城
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
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の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８�　

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受

け
て
い
る
小
売
電
気
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

　

９�　

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
８
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
令
和
六
年
十
月
十
一
日
（
金
）
午
後

五
時
ま
で
に
三
の
４
に
示
す
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
け
る
添
付
資
料
と
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

10�　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
申
請
期
限　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で

入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番

一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
令
和
六
年
十
月
三
日
（
木
）
午
後
五

時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

宮
城
県
物
品
等
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交

付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
四
階　

宮
城
県
経
済
商
工
観
光
部
新
産
業
振
興
課
新
産
業
支
援
班

　
　
　

（
担
当　

堺　

里
緒　

電
話
〇
二
二－

二
一
一
―
二
七
二
二
）

　

３　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
期
限

　
　

�　

令
和
六
年
十
月
十
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
令
和
六

年
十
月
三
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で
に
２
宛
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
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㈠�　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
六
年
十
月
三
日
（
木
）
か
ら
令
和
六
年
十
月
十
一
日
（
金
）

午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡�　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
六
年
十
月
十
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
提
出

し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢�　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限

　
　

㈠　

宮
城
県
物
品
等
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　

�　

入
札
期
間　

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日
（
木
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
六
年
十
月
二
十
九
日
（
火
）
午
後
五
時

ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

提
出
期
限　

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日
（
火
）
午
後
五
時

　
　
　

ロ　

提
出
場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ�　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。�

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、６
の
開
札
の
日
時
ま
で
に
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

令
和
六
年
十
月
三
十
日
（
水
）
午
前
十
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
十
四
階　

経
済
商
工
観
光
部
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

　
　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
三
の
４
に
お
け
る
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
百
十
四
条
並
び
に
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城

県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

４�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
相
当
す
る
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以

下
同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る

か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る

金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

５�　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

　

６�　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

７�　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８�　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９�　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1
�　

N
ature�and�Q

uantity�of�Service�Required�:�Electrical�pow
er�for�Industrial�T

echnology�

Institute,�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�-�1,860,870�kW
h/year

　

2

　

Period�of�Contract�:�From
�January�1,�2025�to�decem

ber�31,�2025

　

3

�　

D
eadline�and�Location�for�Bid�Subm

ission�(in�person)�:�O
ctober�30,�2024�(W

ed.),�10
:00�a.m

.,�

m
eeting�room

,�14th�floor�of�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�Building

　

4

�　

D
eadline�for�Bid�Subm

ission�(by�m
ail)�:�O

ctober�29,�2024�(T
ue.),�5

:00�p.m
.

　

5

�　

Contact�Inform
ation�:�Rio�Sakai,�N

ew
�Industry�Support�Section,�N

ew
�Industry�D

evelopm
ent�

D
ivision,�Com

m
erce,�Industry�and�T

ourism
�D
epartm

ent,�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent,�3-8-1�

H
oncho�A

oba-ku,�Sendai,�M
iyagi�980-8570�Japan�T

EL.:�022-211-2722

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
六
年
九
月
二
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
納
入
予
定
数
量

　
　

㈠�　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
標
準
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単

価
契
約
）　

千
二
百
五
十
ト
ン

　
　

㈡�　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

管
内
分
）（
単
価
契
約
）　

百
ト
ン
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㈢�　

凍
結
防
止
剤
（
液
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
八
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単
価
契
約
）

　

七
十
五
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の

申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７�　

宮
城
県
の
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８�　

購
入
物
品
を
迅
速
か
つ
確
実
に
納
入
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　

９�　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
令
和
六
年
十
月
四
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三�　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１�　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。）
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る

相
手
方
決
定
の
手
続
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
三－

〇
八
三
六　

仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
四
丁
目
一
番
二
号

　
　
　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
総
務
部
経
理
班
（
担
当　

佐
藤　

英
明　

電
話
〇
二
二－

二
九
七－

四
一
一
二
）

　

３　

入
札
説
明
書
の
交
付
申
請
期
限

　
　

�　

令
和
六
年
十
月
十
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
令
和
六

年
十
月
八
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠�　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は

入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
六
年
十
月
十
八
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成

の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡�　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
六
年
十
月
十
八
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し

参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢�　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠�　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　
　

入
札
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
六
日
（
水
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
七
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡�　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

⑴　

日
時　

令
和
六
年
十
一
月
七
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

⑵　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

⑶�　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
二
重
封
筒
と
す
る
。
入
札
書
を
中
封
筒
に
入
れ
、
入
札
者
の
法
人
名
・
開
札
日
及

び
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
名
称
を
記
載
し
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
⑴
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う

に
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　

⑷�　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６�　

開
札
の
日
時
及
び
場
所　

開
札
の
日
は
令
和
六
年
十
一
月
八
日
（
金
）
と
し
、
開
札
の
時
刻
及
び
場
所
は
一
の

１
に
掲
げ
る
購
入
物
品
ご
と
に
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠　

一
の
１
の
㈠
の
購
入
物
品　

午
前
十
時　
　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
三
階
和
会
議
室

　
　

㈡　

一
の
１
の
㈡
の
購
入
物
品　

午
前
十
時
三
十
分　
　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
三
階
和
会
議
室

　
　

㈢　

一
の
１
の
㈢
の
購
入
物
品　

午
前
十
一
時　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
三
階
和
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
購
入
物
品
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
。

　

３�　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法

　
　

㈠�　

入
札
金
額
は
一
の
１
の
㈠
・
㈡
の
購
入
物
品
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
、
一
の
１
の
㈢

の
購
入
物
品
に
あ
っ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
を
一
銭
単
位
で
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

㈡�　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
え
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分

の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

㈢�　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
相
当
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
た
金
額
）
は
、
代
金
請
求
時
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1
�　

N
ature�and�Q

uantity�of�the�Item
s�to�be�Purchased�:�antifreeze�(U

nit-price�contract)

　

2

　

Period�of�Supply�:�From
�starting�date�of�contract�to�M

arch�31,�2025.

　

3

�　

Place�of�D
elivery�:�W

ithin�Sendai�civil�engineering�office��areas�of�jurisdiction.

　

4

�　

D
eadline�for�Bid�:�T

hursday,�N
ovem

ber�7,�2024,�5
:00�p.m

.

　

5

�　

Contact�Person�:�H
ideaki�Sato,�General�A

ffairs�Group,�Sendai�civil�engineering�office,�Civil�
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engineering�section,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent,�4-1-2�saiw

aicho,�m
iyagino-ku,�Sendai,�

M
iyagi,�983-0836�Japan.�T

el.:�022-297-4112
　

6

�　
Language�and�Currency�U

sed�in�Contract�Procedures�:�Japanese�and�Japanese�yen�only

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
六
年
九
月
二
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
大
原
二
百
八
十
二
番
一
、
二
百

八
十
二
番
二
の
一
部
、
六
百
八
番
の
一
部
、
二
百
八
十
三

番
二
の
一
部
（
第
二
工
区
A
）

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

�

色
麻
町
長　
　
　
　
　
　
　
　
　

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
18号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
宮
城
県
監
査
委
員
監
査

基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
６
年
４
月
か
ら
６
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
に
係

る
令
和
５
年
度
定
期
監
査
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
６
年
９
月
20日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
喜
　
　
藏
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
功
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
第
三
高
等
学
校
�

６
月
14日

　
　
岩
ヶ
崎
高
等
学
校
�

５
月
30日

　
　
多
賀
城
高
等
学
校
�

６
月
６
日

　
　
石
巻
好
文
館
高
等
学
校
�

５
月
29日

　
　
仙
台
三
桜
高
等
学
校
�

６
月
14日

　
　
貞
山
高
等
学
校
�

６
月
６
日

　
　
美
田
園
高
等
学
校
�

６
月
11日

　
　
農
業
高
等
学
校
�

６
月
11日

　
　
水
産
高
等
学
校
�

５
月
29日

　
　
金
成
支
援
学
校
�

５
月
30日

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
５
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
県
の
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び

第
15項
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
合
規
性
、
正
確
性
の
ほ
か
、
経
済
性
、
効
率
性
及

び
有
効
性
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
、
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
見
ら

れ
た
も
の
の
、
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
�　
な
お
、
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に
注
意

を
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
仙
台
三
桜
高
等
学
校

　
　
�　
需
用
費
に
つ
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
（
内
容
）

　
�　
ガ
ス
料
金
に
つ
い
て
、
政
府
契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
24年

法
律
第
256号

）
に
規
定
す

る
支
払
時
期
を
越
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
・
金
額
　
1,786円

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
19号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
宮
城
県
監
査
委
員
監
査

基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
６
年
７
月
か
ら
８
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び

特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
６
年
９
月
20日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
喜
　
　
藏
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
功
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　



（9）　令和６年９月20日　金曜日 第537号宮　　城　　県　　公　　報
１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

○
総
務
部

　
本
庁

　
　
秘
書
課
�

８
月
１
日

　
　
人
事
課
、
行
政
管
理
室
�

８
月
１
日

　
　
行
政
経
営
推
進
課
（
行
政
経
営
企
画
課
）�

８
月
１
日

　
　
総
務
事
務
管
理
課
�

８
月
１
日

　
　
職
員
厚
生
課
�

８
月
１
日

　
　
県
政
情
報
・
文
書
課
�

８
月
１
日

　
　
私
学
・
公
益
法
人
課
�

８
月
１
日

　
　
広
報
課
�

８
月
１
日

　
　
財
政
課
�

８
月
１
日

　
　
税
務
課
、
地
方
税
徴
収
対
策
室
�

８
月
１
日

　
　
市
町
村
課
（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
を
含
む
）�

８
月
１
日

　
　
管
財
課
�

８
月
１
日

○
復
興
・
危
機
管
理
部

　
本
庁

　
　
復
興
・
危
機
管
理
総
務
課
�

７
月
24日

　
　
復
興
支
援
・
伝
承
課
�

７
月
24日

　
　
防
災
推
進
課
�

７
月
24日

　
　
消
防
課
�

７
月
24日

　
　
原
子
力
安
全
対
策
課
�

７
月
24日

○
企
画
部

　
本
庁

　
　
企
画
総
務
課
�

７
月
24日

　
　
総
合
政
策
課
�

７
月
24日

　
　
デ
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
�

７
月
24日

　
　
産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課
�

７
月
24日

　
　
地
域
復
興
課
�

７
月
24日

　
　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
�

７
月
24日

　
　
地
域
交
通
政
策
課
�

７
月
24日

　
　
統
計
課
�

７
月
24日

○
環
境
生
活
部

　
本
庁

　
　
環
境
生
活
総
務
課
�

７
月
26日

　
　
環
境
政
策
課
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
（
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
）�

７
月
26日

　
　
環
境
対
策
課
�

７
月
26日

　
　
自
然
保
護
課
�

７
月
26日

　
　
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
�

７
月
26日

　
　
循
環
型
社
会
推
進
課
�

７
月
26日

　
　
廃
棄
物
対
策
課
・
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
、
新
最
終
処
分
場
整
備
対
策
室
、�

　
　
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
室
�

７
月
26日

　
　
消
費
生
活
・
文
化
課
�

７
月
26日

　
　
共
同
参
画
社
会
推
進
課
�

７
月
26日

○
保
健
福
祉
部

　
本
庁

　
　
保
健
福
祉
総
務
課
�

７
月
31日

　
　
社
会
福
祉
課
�

７
月
31日

　
　
医
療
政
策
課
、
医
療
人
材
対
策
室
（
県
立
病
院
再
編
室
）�

７
月
31日

　
　
長
寿
社
会
政
策
課
�

７
月
31日

　
　
健
康
推
進
課
�

７
月
31日

　
　
疾
病
・
感
染
症
対
策
課
、
新
型
コ
ロ
ナ
調
整
室
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
室
�
７
月
31日

　
　
子
育
て
社
会
推
進
課
�

７
月
31日

　
　
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
�

７
月
31日

　
　
障
害
福
祉
課
、
精
神
保
健
推
進
室
�

７
月
31日

　
　
薬
務
課
�

７
月
31日

　
　
国
保
医
療
課
�

７
月
31日

○
経
済
商
工
観
光
部

　
本
庁

　
　
経
済
商
工
観
光
総
務
課
、
富
県
宮
城
推
進
室
、
企
業
復
興
支
援
室
�

７
月
25日

　
　
新
産
業
振
興
課
�

７
月
25日
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産
業
立
地
推
進
課
、
自
動
車
産
業
振
興
室
、
半
導
体
産
業
振
興
室
�

７
月
25日

　
　
商
工
金
融
課
、
中
小
企
業
支
援
室
�

７
月
25日

　
　
産
業
人
材
対
策
課
�

７
月
25日

　
　
雇
用
対
策
課
�

７
月
25日

　
　
観
光
政
策
課
、
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
推
進
室
（
観
光
戦
略
課
）�

７
月
25日

　
　
国
際
政
策
課
、
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
推
進
室
�

７
月
25日

○
農
政
部
�

　
本
庁
�

　
　
農
政
総
務
課
、
農
業
政
策
室
�

７
月
26日

　
　
食
産
業
振
興
課
�

７
月
26日

　
　
農
山
漁
村
な
り
わ
い
課
�

７
月
26日

　
　
農
業
振
興
課
�

７
月
26日

　
　
み
や
ぎ
米
推
進
課
�

７
月
26日

　
　
園
芸
推
進
課
�

７
月
26日

　
　
畜
産
課
、
家
畜
防
疫
対
策
室
�

７
月
26日

　
　
農
村
振
興
課
�

７
月
26日

　
　
農
村
整
備
課
、
農
村
防
災
対
策
室
�

７
月
26日

○
水
産
林
政
部

　
本
庁

　
　
�水
産
林
政
総
務
課
、
水
産
林
業
政
策
室
�

７
月
25日

　
　
�水
産
業
振
興
課
（
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
�

を
含
む
）�

７
月
25日

　
　
水
産
業
基
盤
整
備
課
、
漁
港
整
備
推
進
室
�

７
月
25日

　
　
林
業
振
興
課
、
全
国
育
樹
祭
推
進
室
�

７
月
25日

　
　
森
林
整
備
課
�

７
月
25日

○
土
木
部

　
本
庁

　
　
土
木
総
務
課
�

７
月
30日

　
　
事
業
管
理
課
�

７
月
30日

　
　
用
地
課
（
収
用
委
員
会
事
務
局
を
含
む
）�

７
月
30日

　
　
道
路
課
�

７
月
30日

　
　
河
川
課
�

７
月
30日

　
　
防
災
砂
防
課
�

７
月
30日

　
　
港
湾
課
�

７
月
30日

　
　
空
港
臨
空
地
域
課
�

７
月
30日

　
　
都
市
計
画
課
（
都
市
環
境
課
）�

７
月
30日

　
　
建
築
宅
地
課
�

７
月
30日

　
　
住
宅
課
�

７
月
30日

　
　
営
繕
課
�

７
月
30日

　
　
設
備
課
�

７
月
30日

○
出
納
局
�

　
本
庁
�

　
　
会
計
課
、
会
計
指
導
検
査
室
（
出
納
総
務
課
、
出
納
管
理
課
）�

７
月
30日

　
　
契
約
課
�

７
月
30日

　
　
検
査
課
�

７
月
30日

○
議
会
事
務
局
�

７
月
18日

○
教
育
庁
�

　
本
庁
�

　
　
総
務
課
、
教
育
企
画
室
�

７
月
31日

　
　
福
利
課
�

７
月
31日

　
　
教
職
員
課
�

７
月
31日

　
　
義
務
教
育
課
�

７
月
31日

　
　
高
校
教
育
課
、
高
校
財
務
・
就
学
支
援
室
�

７
月
31日

　
　
特
別
支
援
教
育
課
�

７
月
31日

　
　
施
設
整
備
課
�

７
月
31日

　
　
保
健
体
育
安
全
課
�

７
月
31日

　
　
生
涯
学
習
課
�

７
月
31日

　
　
文
化
財
課
�

７
月
31日

○
警
察
本
部
�

７
月
29日
、
８
月
１
日

○
人
事
委
員
会
事
務
局
�

７
月
17日

○
監
査
委
員
事
務
局
�

７
月
19日

○
労
働
委
員
会
事
務
局
�

７
月
17日
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２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
５
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
県
の
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び

第
15項
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
合
規
性
、
正
確
性
の
ほ
か
、
経
済
性
、
効
率
性
及

び
有
効
性
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
、
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
見
ら

れ
た
も
の
の
、
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
�　
な
お
、
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に
注
意

を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。

　
⑴
　
総
務
事
務
管
理
課

　
　
�　
給
与
及
び
旅
費
の
集
約
事
務
に
お
い
て
、
速
や
か
に
改
善
を
要
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の

体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
令
和
５
年
８
月
稼
働
し
た
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
給
与
の
集
約
事
務
に
シ
ス
テ
ム
エ
ラ
ー
及
び
入

力
ミ
ス
に
よ
り
複
数
多
数
の
不
備
が
発
生
し
た
。
ま
た
、
旅
費
の
集
約
事
務
に
お
い
て
は
新
た
な
事
務
手
続
き

が
追
加
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
旅
費
の
支
払
遅
延
が
生
じ
た
。

　
　
　
�　
稼
働
に
当
た
っ
て
は
体
制
の
整
備
、
シ
ス
テ
ム
エ
ラ
ー
の
随
時
改
修
等
是
正
に
尽
力
し
た
も
の
の
不
備
が
多

発
し
た
も
の
。

　
⑵
　
職
員
厚
生
課

　
　
�　
職
員
宿
舎
貸
付
料
に
お
い
て
、
長
期
間
の
過
徴
収
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再

発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
職
員
宿
舎
規
則
の
規
定
の
解
釈
を
誤
り
、
宿
舎
貸
付
料
に
つ
い
て
不
適
正
な
調
定
を
行
い
、
過
徴
収
と
な
っ

た
も
の
。

　
　
　
　
・
過
徴
収
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
195,408円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
515,727円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
711,135円

　
⑶
　
税
務
課
、
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
収
入
未
済
の
解
消
に
努
め
て
い
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
も

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
５
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
1,078,160,899円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
1,591,185,799円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
2,669,346,698円

　
　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
��942,460,608円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
1,596,595,905円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
2,539,056,513円

　
⑷
　
税
務
課
、
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
�　
自
動
車
税
種
別
割
の
課
税
に
お
い
て
、
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図

り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
平
成
31年
度
税
制
改
正
を
受
け
、
令
和
元
年
10月
か
ら
新
た
な
税
額
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
令
和
元
年
６
月
定

例
会
で
宮
城
県
県
税
条
例
を
改
正
し
た
が
、
令
和
６
年
１
月
に
、
当
該
条
例
の
一
部
の
規
定
に
不
備
が
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
。

　
　
　
�　
こ
れ
に
よ
り
、
令
和
元
年
10月
以
降
、
過
大
な
額
で
課
税
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
納
税
者

に
対
し
、
過
大
課
税
分
を
還
付
す
る
と
と
も
に
、
不
備
を
是
正
す
る
た
め
の
条
例
改
正
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
課
税
件
数
及
び
過
大
に
課
税
し
た
額
等

　
　
　
　
①
ロ
ー
タ
リ
ー
・
エ
ン
ジ
ン
搭
載
車

　
　
　
　
　
件
数
　
　
　
　
　
　
　
�����2,777件

　
　
　
　
　
納
税
者
数
　
　
　
　
　
�������961人

　
　
　
　
　
過
大
に
課
税
し
た
額
　
15,083,000円

　
　
　
　
②
特
種
用
途
車

　
　
　
　
　
件
数
　
　
　
　
　
　
　
�������975件

　
　
　
　
　
納
税
者
数
　
　
　
　
　
�������204人

　
　
　
　
　
過
大
に
課
税
し
た
額
　
�2,654,500円

　
⑸
　
総
合
政
策
課

　
　
�　
国
庫
補
助
事
業
に
お
い
て
、
不
適
切
な
事
務
処
理
に
よ
る
県
費
の
持
ち
出
し
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制

の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）
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�　
令
和
５
年
度
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
交
付
金
「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
設
置
推
進
事
業
費
補
助
金
」

の
国
へ
の
実
績
報
告
の
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て
、
実
績
額
を
誤
っ
て
報
告
し
た
た
め
、
国
庫
補
助
事
業
の
対
象

外
と
な
り
、
県
費
の
持
ち
出
し
（
地
域
振
興
課
予
算
）
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
補
助
事
業
費
　
　
　
6,362,300円

　
　
　
　
・
県
費
持
ち
出
し
額
　
3,181,150円

　
⑹
　
地
域
振
興
課

　
　
�　
国
庫
補
助
事
業
に
お
い
て
、
不
適
切
な
事
務
処
理
に
よ
る
県
費
の
持
ち
出
し
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制

の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
令
和
５
年
度
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
交
付
金
「
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
設
置
推
進
事
業
費
補
助
金
」

の
国
へ
の
実
績
報
告
に
つ
い
て
、
実
績
額
を
誤
っ
て
報
告
し
た
た
め
、
国
庫
補
助
事
業
の
対
象
外
と
な
り
、
県

費
の
持
ち
出
し
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
補
助
事
業
費
　
　
　
6,362,300円

　
　
　
　
・
県
費
持
ち
出
し
額
　
3,181,150円

　
⑺
　
環
境
政
策
課
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
（
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
）

　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
定
め
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図

り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
予
定
価
格
調
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
委
託
契
約
に
つ
い
て
、
予
定
価
格
調
書
を
作
成
し
な
か
っ
た

も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
業
務
名
　
　
ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
住
宅
普
及
啓
発
業
務

　
　
　
　
・
委
託
金
額
　
2,900,000円

　
⑻
�　
廃
棄
物
対
策
課
、
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
、
新
最
終
処
分
場
整
備
対
策
室
、
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対

策
室

　
　
�　
特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
、
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ

た
の
で
、
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場

　
　
　
　
・
令
和
５
年
度
分
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
���33,378,511円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
��973,522,231円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
1,006,900,742円

　
　
　
　
・
令
和
４
年
度
分
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
���29,457,772円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
1,000,280,654円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
1,029,738,426円

　
⑼
　
疾
病
・
感
染
症
対
策
課
、
新
型
コ
ロ
ナ
調
整
室
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
室

　
　
�　
補
助
金
に
お
い
て
、
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に

向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
令
和
５
年
度
外
来
協
力
医
療
機
関
設
備
整
備
事
業
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
本
来
受
け
る
べ
き
医
療
機
関
に
交

付
せ
ず
、
別
の
医
療
機
関
に
交
付
し
、
未
払
い
と
過
払
い
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
金
額
　
133,000円

　
⑽
　
子
育
て
社
会
推
進
課

　
　
�　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
に
お
い
て
、
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
向
け

た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
補
助
金
等
精
算
返
還
金
（
宮
城
県
事
業
所
内
保
育
施
設
設
置
促
進
事
業
費
補
助
金
）

　
　
　
　
　
・
令
和
５
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
���������0円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
10,016,967円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
10,016,967円

　
　
　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
10,016,967円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
���������0円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
10,016,967円

　
⑾
　
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課

　
　
�　
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金
に
お
い
て
、
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理

に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
児
童
扶
養
手
当
給
付
費
返
還
金
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・
令
和
５
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�1,113,860円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
18,010,220円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
19,124,080円

　
　
　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�3,528,530円

　
　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
15,936,500円

　
　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
19,465,030円

　
⑿
　
農
政
総
務
課
、
農
業
政
策
室

　
　
�　
報
償
費
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
農
政
部
優
良
建
設
関
連
業
務
及
び
優
秀
技
術
者
表
彰
に
係
る
物
品
の
購
入
代
金
に
つ
い
て
、
政
府
契
約
の
支

払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
24年
法
律
第
256号

）に
規
定
す
る
支
払
時
期
を
超
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
82,786円

　
⒀
　
林
業
振
興
課

　
　
�　
需
用
費
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
定
期
刊
行
物
の
購
入
代
金
に
つ
い
て
、
政
府
契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
24年
法
律
第

256号
）
に
規
定
す
る
支
払
時
期
を
超
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
16,500円

　
⒁
　
河
川
課

　
　
�　
事
務
事
業
の
執
行
管
理
に
お
い
て
、
公
印
の
紛
失
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再

発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
公
印
が
厳
正
に
管
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
紛
失
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
個
数
　
４
個

　
　
　
　
　
宮
城
県
土
木
部
河
川
課
長
印

　
　
　
　
　
宮
城
県
水
防
協
議
会
会
長
印

　
　
　
　
　
宮
城
県
治
水
協
会
会
長
印

　
　
　
　
　
宮
城
県
三
陸
水
系
河
川
整
備
計
画
審
議
会
会
長
印

　
⒂
　
防
災
砂
防
課

　
　
�　
受
託
事
業
に
お
い
て
、
不
適
切
な
事
務
処
理
に
よ
る
県
費
の
持
ち
出
し
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体

制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
令
和
４
年
度
繰
越
工
事
に
係
る
受
託
徴
収
金
が
令
和
５
年
度
の
歳
入
と
な
ら
ず
、
県
費
の
持
ち
出
し
と
な
っ

た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
・
事
業
名
　
町
道
下
八
山
線
下
八
山
橋
梁
工
事

　
　
　
　
・
繰
越
額
　
6,744,547円

　
　
　
　
・
収
入
日
　
令
和
６
年
４
月
10日

　
⒃
　
住
宅
課

　
　
�　
県
営
住
宅
使
用
料
に
お
い
て
、
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら

れ
た
の
で
、
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
県
営
住
宅
使
用
料

　
　
　
　
・
令
和
５
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
12,300,630円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
20,768,348円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
33,068,978円

　
　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
12,430,710円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
22,487,855円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
34,918,565円

　
⒄
　
福
利
課

　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
、
払
出
遅
延
に
よ
る
不
納
付
加
算
税
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の

体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
弁
護
士
報
酬
の
所
得
税
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・
件
数
　
　
　
　
　
２
件

　
　
　
　
・
金
額
　
　
　
　
　
136,124円

　
　
　
　
・
不
納
付
加
算
税
　
6,500円

　
⒅
　
高
校
教
育
課
、
高
校
財
務
・
就
学
支
援
室

　
　
�　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
、
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
収
納
促
進
と
適
切

な
債
権
管
理
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金

　
　
　
　
・
令
和
５
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�68,659,406円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
372,729,306円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
441,388,712円

　
　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
 69,484,440円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
341,283,344円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
410,767,784円

　
⒆
　
特
別
支
援
教
育
課

　
　
�　
国
庫
支
出
金
交
付
額
の
実
績
報
告
に
お
い
て
、
過
少
報
告
に
伴
う
県
費
の
支
出
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統

制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
間
接
補
助
事
業
で
あ
る
「
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
補
助
金
（
特
別
支
援
学
校
分
）」
の
国
へ
の
実
績
報

告
に
つ
い
て
、
実
績
額
を
誤
っ
て
報
告
し
た
た
め
、
国
庫
補
助
金
の
一
部
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
県
費
の
持

ち
出
し
が
生
じ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
補
助
事
業
費

　
　
　
　
　
　
正
補
助
事
業
費
　
92,184,146円

　
　
　
　
　
　
誤
補
助
事
業
費
　
91,894,006円

　
　
　
　
・
補
助
金
額

　
　
　
　
　
　
正
補
助
金
額
　
　
46,092,000円

　
　
　
　
　
　
誤
補
助
金
額
　
　
45,947,000円

　
　
　
　
・
県
費
持
ち
出
し
額
　
���145,000円

　
⒇
　
施
設
整
備
課

　
　
�　
国
庫
補
助
金
（
学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金
）
の
受
入
に
つ
い
て
、
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統

制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
令
和
４
年
度
中
に
国
の
交
付
決
定
を
受
け
た
繰
越
事
業
に
つ
い
て
、
調
定
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
61,239,000円

　
　
施
設
整
備
課

　
　
�　
普
通
財
産
の
貸
付
料
に
お
い
て
、
調
定
遺
漏
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防

止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
令
和
５
年
４
月
１
日
付
で
調
定
す
べ
き
電
柱
敷
地
貸
付
料
に
つ
い
て
、
調
定
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
10,500円

　
　
保
健
体
育
安
全
課

　
　
�　
補
助
金
に
お
い
て
、
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に

向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
給
食
費
食
材
価
格
高
騰
対
策
費
補
助
金
に
つ
い
て
、
交
付
決
定
額
を
超
え
る
額
で
補
助
金
額
を
確
定
し
、
交

付
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
３
件

　
　
　
　
・
交
付
決
定
額
　
　
2,871,675円

　
　
　
　
・
額
の
確
定
額
　
　
3,006,690円

　
　
　
　
・
補
助
金
交
付
額
　
3,006,690円

　
　
文
化
財
課

　
　
�　
給
料
及
び
諸
手
当
に
お
い
て
、
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止

に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
８
月
分
及
び
９
月
分
給
料
及
び
諸
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
し
た

も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
20件

　
　
　
　
・
金
額
　
　
　
712,842円
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・
支
給
定
日
　
令
和
５
年
８
月
21日
及
び
９
月
21日

　
　
　
　
・
支
給
日
　
　
令
和
５
年
10月
４
日
及
び
10月
６
日

　
　
警
察
本
部

　
　
�　
諸
手
当
に
お
い
て
、
支
給
額
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け

た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
扶
養
手
当
等
に
つ
い
て
、
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
喪
失
後
の
支
給
に
よ
り
、
過
年
度
に
遡
及
し
て
返
納
が
生

じ
た
も
の
。
ま
た
、
過
支
給
額
の
一
部
が
時
効
に
よ
り
徴
収
で
き
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
正
支
給
額
　
　
6,159,955円

（
時
効
分
を
除
く
）

　
　
　
　
・
誤
支
給
額
　
　
7,800,018円

（
時
効
分
を
除
く
）

　
　
　
　
・
過
支
給
額
　
　
1,640,063円

（
時
効
分
を
除
く
）

　
　
　
　
・
誤
支
給
期
間
　
平
成
29年
11月
～
令
和
５
年
９
月

　
　
　
　
　
（
う
ち
時
効
に
よ
り
徴
収
で
き
な
か
っ
た
期
間
平
成
29年
11月
～
平
成
30年
９
月
）

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
20号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
公
営

企
業
会
計
に
係
る
令
和
６
年
度
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
６
年
９
月
20日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
喜
　
　
藏
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
功
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
別
紙
の
と
お
り
。

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
５
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14

項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
、
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

別
紙

〇
宮
城
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
及
び
水
道
経
営
課
　
　
　
　
　
　
令
和
６
年
７
月
17日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
６
年
７
月
10日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
６
年
７
月
９
日

２
　
事
業
概
要

　
　
本
事
業
は
、
市
町
村
の
水
道
事
業
に
対
し
水
道
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

水
源

計
画
給
水
量
給
水
能
力

供
給
対
象
市
町
村

事
業（
供
給
）

開
始
年
度

大
崎
広
域
水
道
事
業
漆
沢
ダ
ム

南
川
ダ
ム
１
日
最
大

12万
㎥

１
日
最
大

10万1,150㎥

大
崎
市
、
栗
原
市
、
富
谷
市
、

加
美
町
、
涌
谷
町
、
美
里
町
、

大
和
町
、
大
郷
町
、
松
島
町
、

大
衡
村
�

（
10市
町
村
）
昭
和
55年
度

仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道

事
業

七
ヶ
宿
�

ダ
ム
１
日
最
大

55万3,300㎥

１
日
最
大

27万9,000㎥

仙
台
市
、
塩
竈
市
、
白
石
市
、

名
取
市
、角
田
市
、多
賀
城
市
、

岩
沼
市
、
富
谷
市
、
蔵
王
町
、

大
河
原
町
、村
田
町
、柴
田
町
、

亘
理
町
、
山
元
町
、
松
島
町
、

七
ヶ
浜
町
、
利
府
町

�
（
17市
町
）

平
成
２
年
度

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
５
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

給
水
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

（
損
失
△
）

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

大
崎
広
域

水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

22,672
1,728,189

2,059,030
△
�353,835

△
�197,267

仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道
事
業

67,625
8,558,685

7,917,613
601,337

2,424,534

合
　
　
計

90,298
10,286,875

9,976,644
247,501

2,227,266

　（
注
）１
　
給
水
量
及
び
金
額
は
、
単
位
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
、
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
及
び
水
道
経
営
課
　
　
　
　
　
　
令
和
６
年
７
月
17日
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大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
６
年
７
月
10日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
６
年
７
月
９
日

２
　
事
業
概
要

　
　
本
事
業
は
、
工
場
及
び
事
業
所
に
対
し
工
業
用
水
を
給
水
す
る
も
の
で
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

水
　
源

給
水
能
力

給
　
　
水
　
　
区
　
　
域

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

仙
塩
工
業
用

水
道

事
業
大
倉
ダ
ム
１
日
最
大

10万
㎥

仙
台
市
、
塩
竈
市
、
多
賀
城
市
、
富
谷
市
、
�

七
ヶ
浜
町
、
利
府
町
、
大
和
町
�（
７
市
町
）
昭
和
36年
度

仙
台
圏
工
業
用

水
道

事
業
釜
房
ダ
ム
１
日
最
大

10万
㎥

仙
台
市
、
名
取
市
、
多
賀
城
市
、
七
ヶ
浜
町
、

利
府
町
�

（
５
市
町
）
昭
和
51年
度

仙
台
北
部
工
業
用

水
道

事
業
漆
沢
ダ
ム
１
日
最
大

５
万
�
8,500㎥

大
崎
市
、
大
和
町
、
大
衡
村
、
加
美
町

�
（
４
市
町
村
）
昭
和
55年
度

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
５
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

給
水
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

（
損
失
△
）

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

仙
塩
工
業
用

水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

10,219
493,795

476,083
1,835

112,907

仙
台
圏
工
業
用

水
道
事
業

14,730
393,673

322,158
66,376

143,661

仙
台
北
部
工
業
用

水
道
事
業

7,305
539,576

468,174
69,437

10,493

合
　
　
計

32,255
1,427,045

1,266,417
137,649

267,062

　（
注
）１
　
給
水
量
及
び
金
額
は
、
単
位
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　（
注
）２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
、
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

を
除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
地
域
整
備
事
業
会
計

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
　
　
　
　
　
　
令
和
６
年
７
月
17日

２
　
事
業
概
要

　
�　
本
事
業
は
、
仙
台
港
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
及
び
仙
台
港
周
辺
地
域
に
お
け
る
土
地
貸

付
等
を
行
っ
て
い
る
。

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
５
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用

当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

地
域
整
備
事
業

千
円

千
円

千
円

千
円

518,831
260,028

258,802
258,802

　（
注
）１
　
金
額
は
、
単
位
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
、
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
及
び
水
道
経
営
課
　
　
　
　
　
　
令
和
６
年
７
月
17日

　
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
６
年
７
月
５
日

　
　
東
部
下
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
６
年
７
月
４
日

２
　
事
業
概
要

　
�　
本
事
業
は
、
市
町
村
が
管
理
す
る
下
水
道
か
ら
排
除
さ
れ
た
下
水
を
処
理
す
る
も
の
で
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

処
理
能
力

関
　
連
　
市
　
町
　
村

供
用
開
始

年
度

仙
塩
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

22万
2,000㎥

仙
台
市
、
塩
竈
市
、
多
賀
城
市
、
七
ヶ
浜
町
、

利
府
町
�

（
５
市
町
）
昭
和
53年
度

阿
武
隈
川
下
流
流
域

下
水

道
事

業
１
日
最
大

12万
5,000㎥

仙
台
市
、
白
石
市
、
名
取
市
、
角
田
市
、
岩
沼

市
、
蔵
王
町
、
大
河
原
町
、
村
田
町
、
柴
田
町
、

丸
森
町
、
亘
理
町
�

（
11市
町
）
昭
和
59年
度

鳴
瀬
川
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

8,800㎥
大
崎
市
、
美
里
町

�
（
２
市
町
）
平
成
４
年
度

吉
田
川
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

４
万
1,825㎥

富
谷
市
、
大
和
町
、
大
郷
町
、
大
衡
村

�
（
４
市
町
村
）
平
成
４
年
度
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北
上
川
下
流
流
域

下
水

道
事

業
１
日
最
大

３
万
8,800㎥

石
巻
市
、
東
松
島
市

�
（
２
市
）
平
成
10年
度

北
上
川
下
流
東
部
流
域

下
水

道
事

業
１
日
最
大

２
万
5,300㎥

石
巻
市
、
女
川
町

�
（
２
市
町
）
平
成
12年
度

迫
川
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

9,650㎥
登
米
市
、
栗
原
市

�
（
２
市
）
平
成
12年
度

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
５
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

総
流
入
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

（
損
失
△
）

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

仙
塩
流
域

下
水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

38,965
2,051,923

1,937,245
107,020

279,456

阿
武
隈
川
下
流

流
域
下
水
道
事
業

32,085
2,948,617

2,902,848
26,009

257,920

鳴
瀬
川
流
域

下
水
道
事
業

2,410
399,629

337,322
59,059

111,766

吉
田
川
流
域

下
水
道
事
業

11,084
676,104

602,055
53,123

171,750

北
上
川
下
流
流
域

下
水
道
事
業

8,134
1,643,484

1,392,888
250,377

503,159

北
上
川
下
流
東
部

流
域
下
水
道
事
業

4,277
1,736,379

1,627,257
110,173

15,560

迫
川
流
域

下
水
道
事
業

2,446
1,221,809

1,038,723
180,613

461,837

合
　
　
計

99,405
10,677,949

9,838,340
786,377

1,801,452

　（
注
）１
　
総
流
入
量
及
び
金
額
は
、
単
位
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
、
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。


